
京都市聴覚言語障害センター・若木寮 
『運営規程』 

（目的） 
第１条 この運営規程は、社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会が運営する障

害者支援施設 京都市聴覚言語障害センター・若木寮（以下「事業所」）が実施

する、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７

年法律第１２３号。以下「法」という。）に基づく施設障害福祉サービス（施設

入所支援・就労移行支援・生活介護）事業（以下「事業」という。）の適正かつ

円滑な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項や、支給決定を受

けた障害者（以下「利用者」という。）の利用に関する必要な事項を定めること

を目的とします。 
 
（基本方針） 
第２条 事業所は、利用者が事業所において事業を利用し、かつ利用者の発達の必

要に応じて自立した社会生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の援助

やカリキュラムを行うことにより、その福祉の向上を図ります。 
 
（運営方針） 
第３条 事業所は、事業所の職員及び支援提供従事者（以下「職員等」という。）

は、支援（サービス）を通じて利用者の心身の機能維持・向上と、利用者の願い

や意欲を受けとめ、その実現に必要な援助を行い、自立した社会生活が営まれる

よう支援を行います。 
２ 支援（サービス）の実施にあたっては、関係市町村、保健・医療・介護・障害

者福祉等関連機関と綿密な連携を図り、総合的な支援を提供することに努めます。 
３ 支援（サービス）の実施にあたっては、併設の京都市聴覚言語障害センター・

京都市西ノ京在宅介護支援センター・「青空工房」及び就労継続Ｂ型事業所「第

２あおぞら」とも連携し、専門的なサービスの提供に努めます。 
４ 支援（サービス）の実施に当たっては、入所者の心身状況に応じた支援を行い、

入所者に理解しやすいように説明し、その支援が適切かどうかを絶えず評価し、

改善を図ります。  
５ 支援（サービス）の実施にあたっては、地域住民の活動と連携し、交流を深め

ます。 
６ 利用者が居宅において生活できるかどうかを定期的に検討し、その人の希望等

をきいて円滑な退所のための援助を行います。 
 



（事業所の名称等） 
第４条 支援（サービス）を行う事業所の運営主体・名称及び所在地は次のとおり

とします。 
一 運営主体  社会福祉法人 京都聴覚言語障害者福祉協会 
二 名  称  障害者支援施設 京都市聴覚言語障害センター・若木寮 
三 所 在 地  京都府京都市中京区西ノ京東中合町２番地 

 
（職員の職種、員数、及び職務内容） 
第５条 事業所に勤務する職員等の職種、員数及び職務内容は次のとおりとします。 
１ 施設入所支援 
 一 管理者（施設長） １名 

事業所の職員及び業務の管理を一元的に行います。 
 二 サービス管理責任者  １名以上（常勤職員１名以上） 

施設障害福祉サービス計画の作成等に関することを行います。 
 三 生活支援員  １名以上（常勤職員１名以上） 

利用者に対して日常生活上の支援、相談及び介護を行います。 
２ 就労移行支援 
 一 管理者（施設長） １名 

事業所の職員及び業務の管理を一元的に行います。 
 二 サービス管理責任者  １名以上（常勤職員１名以上） 

施設障害福祉サービス計画の作成等に関することを行います。 
 三 生活支援員  １名以上 

利用者に対して日常生活上の支援、相談及び介護を行います。 
 四 職業指導員  １名以上 
   利用者に対して適切な就労移行支援の提供を行います。 
 五 就労支援員  １名以上 
   利用者に対して職場実習の支援、求職活動の支援及び就職後の職場定着のた

めの支援を行います。 
 なお、生活支援員及び職業指導員のうち１名以上は常勤とし、総数は常勤換算

方法で０.７人以上とします。 
３ 生活介護 

一 管理者（施設長） １名 
事業所の職員及び業務の管理を一元的に行います。 

 二 サービス管理責任者  １名以上（常勤職員１名以上） 
施設障害福祉サービス計画の作成等に関することを行います。 



 三 医師  １名以上 
   利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行います。 
 四 看護職員  １名以上 
   利用者に対して日常生活上の健康管理に関することを行います。 

五 生活支援員  １名以上（常勤職員１名以上） 
利用者に対して日常生活上の支援、相談及び介護を行います。 

 なお、生活支援員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で３.０人以上とします。 
４ その他 

一 栄養士  １名以上 
給食の献立や利用者の栄養管理に関することを行います。 

ニ 調理員  １名以上 
調理業務に関することを行います。 

三 宿直員  １名以上 
  夜間時の利用者の安全確保、建物の保安管理を行います。 
四 事務員  １名以上 

事業所運営に必要な事務を行います。 
 
（利用日及び利用時間） 
第６条 事業所の利用日及び利用時間は次のとおりとします。 
１ 利用日は、年間を通じて利用できるものとします。 

ただし、土曜日・日曜日・祝日と年末年始の１２月２９日～１月３日及び盆期

間（期間は事前に通知）は、日中活動は休みます。なお、日曜日・祝日等に日中

活動や行事を実施する場合は、前後の平日に日中活動を休むことがあります。 
２ 利用時間は、終日とします。 

ただし、日中活動の時間は、午前９時から午後４時までとします。 
なお、利用日及び利用時間については、管理者が必要と認める場合は、変更する

ことがあります。 
 
（利用定員） 
第７条 事業所の利用定員は、次のとおりとし、正当な理由（定員に空きがない場

合や利用者が入院治療の必要な場合など）がない限り、当事業所への入所を断る

ことはありません。 
 一 施設入所支援  ３０名 
 二 就労移行支援   ６名 
 三 生活介護    ２４名 



 
（個別支援内容） 
第８条 事業者は、サービスの提供に当たり利用者の同意を得たうえで施設障害福

祉サービス計画を作り、これに基づいて支援を提供します。また、これは必要に

応じて見直す場合があります。なお支援内容は次のとおりです。 
１ 施設入所支援 
 一 主として夜間における食事の提供 
 二 主として夜間における入浴 
 三 身体の介護 

四 生活相談 
五 健康管理 
六 利用者又は家族に対する相談及び助言 

 七 その他必要な支援 
２ 就労移行支援・生活介護 

一 主として昼間における食事の提供 
二 主として昼間における入浴 
三 身体の介護 
四 日中活動 
五 創作活動及び生産活動 
六 余暇活動 
七 自治会活動 
八 就労に必要な訓練 

 九 生活相談 
十 健康管理 
十一 利用者又は家族に対する相談及び助言 

 十二 その他必要な支援 
 
（事業内容に係る利用料・その他費用）  
第９条 事業者は、次の各号に掲げる利用料・費用の支払いを利用者または扶養義

務者から受けるものとします。費用の額については別表のとおりとします。 
  一 個室利用料 

二 福祉サービス利用料 給付額の原則一割 
  三 食費 
  四 水光熱費 
  五 教養娯楽費 



  六 写真代 
  七 複写物の交付経費 
   八 自治会活動費 
  九 クラブ活動費 
  十 施設外関係機関への移動費 
  十一 預かり金管理費 

十二 前各号に掲げるもののほか、給付費が支給されない日常生活上の諸費用 
２ 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又は家族に事前に（場合によっ

ては事後速やかに）説明し、同意を得て実施するものとします。 
 
（社会生活上の便宜の供与等） 
第１０条 日常生活で必要な行政機関等に対する手続きについて、入所者や家 

族が行うことができない場合、本人の同意を得て代行します。また、家族と 
の連携を深め交流の機会を設けます。 

 
（入院期間中の取り扱い） 
第１１条 入所者が入院した場合、３ヶ月以内に退院の見込まれる場合には、 

本人の希望を聞いて、必要な便宜を図り、かつ再び入所できるように努めま 
す。 

 
（利用地域） 
第１２条 利用地域は都道府県全域とします。 
（利用に当たっての留意事項） 
第１３条 利用の申し込みがあった場合には申込者の特性に合わせた説明を行 

い、書面の交付を行います。 
２ 当事業所に支援の提供を求められた場合は、障害福祉サービス受給者証に 

より障害支援区分、サービス支給決定の有無・支給期間・サービス種別等を 
確認します。 

３ 福祉サービス支給決定を受けていない入所希望者に対しては、当該支給決定の

申請の援助を行います。 
４ 支給期間が終了する入所者に対しては、当該支給決定の更新申請の援助を行い

ます。 
 
（入退所の記載等） 
第１４条 入退所に際し、支援の種類や入退所の年月日等必要なことを入所者 



の福祉サービス受給者証に記載します。またその内容を市町村に報告します。 
 

（給付費の額に係る通知等） 
第１５条 事業所が給付費の支給を受けた場合、入所者に対しその額を知らせ 

ます。 
 
（入所者に関する市町村への通知） 
第１６条 入所者が偽ったりその他不正な行為により訓練など給付費を受給し 

たり、また受給しようとしたときは、遅滞なく意見を付して市町村に知らせ 
ます。 

（緊急時等における対応方法） 
第１７条 事業所の職員等は、入所支援・就労移行・生活介護事業の提供中に、 

利用者の体調の急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに嘱託医並びに 
看護職員に通知をする等の適切な措置を講ずるとともに、家族等への連絡及 
び管理者への報告をします。 

また事故等が発生した場合にも適切な措置を講ずるとともに、家族等への連絡

及び管理者への報告をします。 
なお、賠償すべき事態が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。 

 
（非常災害時対策） 
第１８条 事業者は、非常災害に関する防災計画を立てておくとともに、非常災害

に備えるための避難・救出その他必要な訓練を毎年１回以上実施します。 
 
（苦情解決の体制等） 
第１９条 事業者は、その提供した指定施設支援に関する入所者等からの苦情 

に、迅速適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置します。 
 
（衛生管理および協力医療機関等） 
第２０条 事業者は、利用者の使用する施設・食器その他の設備及び飲用水等 

につき、衛生管理に努め、衛生上必要な措置を講じます。 
２ 事業者は、事業所内において感染症及び食中毒が発生し、又はまん延しないよ

うに必要な措置を講ずるよう努めます。 
一 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を

検討する委員会（感染対策委員会）の定期的な開催及びその結果について職

員への周知 



二 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針の

整備 
三 事業所において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の

ための研修及び訓練の定期的な実施 
３ 入院治療を必要とする入所者のために協力医療機関を定めます。 
 
（掲示） 
第２１条 当障害者支援施設の見やすい場所に、運営規程の概要・従業者の勤 

務体制・協力医療機関・その他のサービスの選択のため必要と思われる重要 
事項を掲示します。 

 
（秘密保持等） 
第２２条 当障害者支援施設の従業者が業務上知り得た入所者や家族の秘密は 

漏らしません。また、事業所は、退職後も職員等であった者が秘密を漏らすこと

のないよう、措置を講じます。 
２ 指定居宅支援事業者に入所者の情報を提供する場合は文書による同意を得て

から行います。 
 
（情報の提供） 
第２３条 当障害者支援施設への入所希望者には、当施設の情報を提供します。ま

た広告をする場合には虚偽や誇大なことはいたしません。 
 
（会計の区分） 
第２４条 当障害者支援施設の事業の会計はその他の事業の会計とは区分します。 
 
（記録の整備） 
第２５条 当障害者支援施設は、職員等・設備・会計に関する諸記録を整備し、当

該指定施設支援を提供した日から５年間保存します。 
 
（障害者支援施設利用にあたっての留意事項） 
第２６条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、利用を制限す

ることができます。 
一 伝染性疾患を有し、他の利用者等に感染のおそれがあるとき。 

  二 他の利用者等に著しい迷惑を及ぼすおそれがあるとき。 
  三 正当な理由なく利用料の滞納があるとき。 



  四 その他、管理者が管理運営上の支障があると認めたとき。 
 
（虐待防止のための措置に関する事項） 
第２７条 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ず

るものとする。 

一 虐待防止に関する責任者の選定及び措置 

二 成年後見制度の利用支援 

三 苦情解決体制の整備 

四 虐待の防止を啓発・普及するための職員に対する研修の実施 

五 虐待防止のための対策を検討する委員会（虐待防止委員会）の定期的な開

催及び委員会での検討結果について職員への周知徹底 

 

（身体拘束等の禁止） 

第２８条 事業者は、指定障害福祉サービスの提供にあたっては、利用者または

他の利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」

という。）を行わないものとする。 
２ 事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由その他必要な事項

を記録するものとする。 
３ 事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずるもの

とする。 
一 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（身体拘束等適正化検討

委員会）の定期的な開催及びその結果について職員への周知 

二 身体拘束等の適正化のための指針の整備 

三 職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修の定期的な実施 

 

（業務継続計画の策定等） 

第29条 事業者は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス

の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図

るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計

画に従い必要な措置を講ずるものとする。 

２ 事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研

修及び訓練を定期的に実施するものとする。 

３ 事業者は、定期的に常務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計



画の変更を行うものとする。 

 

（その他運営に関する重要事項） 
第３０条 事業者は、職員等の資質向上を図るための研修の機会を設け、業務体制

を整備します。 
 一 採用時研修  採用後１ヶ月以内 
 二 継続研修   随時、年１回以上 
２ 事業者は、職員等が（退職後も含む）業務上知り得た利用者又はその家族等の

個人情報を保護するために必要な処置を講じます。 
３ 事業者は、個別支援計画・利用料等の収納簿・その他必要な記録・帳簿を整備

します。 
４ 職員等は身分証明書を携行し、利用者又はその家族等から求められたときには、

これを提示します。 
５ この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は社会福祉法人京都聴覚言

語障害者福祉協会と、事業所の管理者との協議に基づいて定めます。 
 

附 則   
１ ２０１２（平成２４）年４月１日から施行します。 

附 則 
１ ２０１６（平成２８）年４月１日から施行します。 

附 則 
１ ２０１７（平成２９）年４月１日から施行します。 

附 則 
１ ２０１７（平成２９）年９月１３日から施行します。 
 附 則 
１ ２０１８（平成３０）年４月１日から施行します。 
 附 則 
１ ２０２２（令和４）年４月１日から施行します。 
 附 則 
１ ２０２４（令和６）年４月１日から施行します。 
 


